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 台湾の労動（働）基準法（労基法）改正が 2016 年 12月、2017 年 1 月の 2段階に分けて施行された。改正労

基法は、完全週休 2 日制の導入、従業員に対する有給休暇支給の定着化を重点としている。週休 2日制導入の

他、残業代算出方法の変更、有給休暇制度の見直し、国定休日削減等の項目も改正。最終の 3 段階目では、シ

フト制勤務の休憩時間を明示する(時期未定)。 

 

労基法の改正内容（要点を抜粋）： 

項目 改正前 改正後 

「一例一休」の

導入 
・7 日間に最低 1 日の休日が必要 ・7 日間に最低 2 日の休日が必要* 

休息日の残業代

算出方法を追加 

・休息日の定義無し 

・休息日は労働時間により以下の残業代を追加 

2 時間まで＝時給の 1+1/3 

3 時間以降＝時給の 1+2/3 

・労働時間の算出は以下の時間を適用 

4 時間未満は全て 4 時間 

4～8 時間未満は全て 8 時間 

8～12 時間未満は全て 12 時間 

※複雑な残業代は労動部 HP で試算可能： 

https://labweb.mol.gov.tw/  

有給休暇の拡大 
勤務年数 1～3 年以上：年 7 日間 

勤務年数 3 年以上：  年 10 日間 

勤務年数 5 年以上：  年 14 日間 

勤務年数 10 年以上：   

毎年 1 日以上追加、最大 30 日まで 

勤務年数 6 ヶ月～1 年：年 3 日間 

勤務年数 1～2 年：   年 7 日間 

勤務年数 2～3 年：   年 10 日間 

勤務年数 3～5 年：   年 14 日間 

勤務年数 5～10 年：  年 15 日間 

勤務年数 10 年以上：  変更無し 

国定休日の減少 年間 19 日 年間 12 日 
 
*改正に伴い「休息日」が追加されたが、休息日は従前の「例休」と呼ばれる必須の休日とは異なり、勤務上

の必要に応じて従業員の同意を得ればフレキシブルに出勤させることが可能。但し、休息日の出勤は時間外労

働と見なし、出勤時間に応じて残業代を支払う必要がある。 

 

一見、従業員の待遇を改善する内容に見えるが、従業員にとっては残業の減少による収入減、企業にとっては

人件費上昇(人材紹介サイト「1111 人力銀行」のアンケートでは 1～10％が最多)に繋がる。企業側は商品価格

引き上げを行い人件費上昇に対応しようとするため、市場の物価上昇に繋がり生活水準悪化が懸念されている。

従業員側、企業側からも不満の声が多く、労働組合も抗議活動を行い労基法の見直しを求めている。 

 

台湾労動部は 3 月 17 日に有給休暇の起算基準の修正草案等を発表しているなど、同法は今後も各界の意見を

基に審議・修正されていくことが予想される。 

https://labweb.mol.gov.tw/

